
★はリース契約も補助対象

（太陽光発電設備、定置型蓄電池は『松本「０円ソーラー」登録プラン』に登録されたリース契約に限る。）

建物種別 上限金額

50,000 円/kW 20万円

40,000 円/基

80,000 円/基

地中熱利用設備 200,000 円/基

蓄電設備 定置型蓄電池★ 200,000 円/申請 20万円

電気自動車（ＥＶ）★ 200,000 円/申請 20万円

電気自動車等充給電設備（Ｖ２Ｈ） 200,000 円/申請 20万円

開口部断熱改修 小 6,000 円/箇所

中 15,000 円/箇所

大 30,000 円/箇所

小 9,000 円/箇所

中 31,000 円/箇所

大 65,000 円/箇所

小 4,000 円/枚

中 10,000 円/枚

大 16,000 円/枚

66,000 円/箇所

27,000 円/箇所

ＬＥＤ照明器具 1.4 円/ルーメン

高効率給湯器等 100,000 円/基 年間給湯（保温）効率が２.７以上の機器

40,000 円/基 給湯部熱効率が９４％以上の機器

エコフィール 50,000 円/基 連続給湯効率が９４％以上の機器

200,000 円/基 （一社）燃料電池普及促進協会のリスト掲載機器

80,000 円/基

※補助対象機器の設置が新築工事における検査済証の発行日以前のものは、「建物種別：新築住宅」で申請してください。

　それ以外のものは「建物種別：既築住宅」での申請してください。

※LED照明器具は光束（光源から放出される光の量：単位はlm（ルーメン））×1.4円が補助金額となります。

※中古品を設置するものは補助対象外です。

※１軒につき、年度内１回限りの申請が可能です。

補助金額 設備ごとの補助要件

①開口部（窓・ドア）が外気と直接接している
②工事後の開口部の熱貫流率が３.５０Ｗ/(㎡・Ｋ)以
下である（窓ガラス交換の場合は既存の窓枠の種類に
よって熱貫流率が変わってきます）

【内窓設置・外窓交換の面積区分】
小　1.7㎡未満
中　1.7㎡以上3.5㎡未満
大　3.5㎡以上

【窓ガラス交換面積区分】
小　0.6㎡未満
中　0.6㎡以上1.2㎡未満
大　1.2㎡以上

①屋内設置（玄関ポーチ、ベランダ、車庫、倉庫等を
除く）②日本照明工業会会員メーカーの機器③電気工
事を伴う

①電気式ヒートポンプ（ＣＯＰが４.７以上）と潜熱回
収型ガス機器（給湯部熱効率が９４％以上）とを併用
する熱源設備②貯湯タンク付きの機器

①地中熱（地下水熱）を住宅の空調または給湯に利用
する②電気ヒートポンプのＣＯＰが３.０以上③地下水
の水位・水質・水温に悪影響がない機器

①申請者＝電灯契約者②１０年以上のメーカー保証設
備③太陽電池の最大出力が（既設分と合わせて）１０
ｋＷ未満の設備

①１０年以上のメーカー保証設備②電力変換装置が一
体的に構成されている③太陽光発電設備に連結

①車両側がＶ２Ｈ機能を有する②住宅に太陽光発電設
備及びＶ２Ｈ設備を有する（同時設置も可）

①ＥＶと住宅の間で相互に電力を供給できる機器②住
宅に太陽光発電設備及び電気自動車を有する（同時設
置も可）

３年以上のメーカー保証がある機器であること

20万円

20万円

新
築
住
宅
・
既
築
住
宅

既
築
住
宅

蓄
エ
ネ

ハイブリッド給湯器

太陽光発電設備★

省
エ
ネ

内窓設置

外窓交換

窓ガラス交換

玄関ドア交換

創
エ
ネ

補助メニュー

勝手口ドア交換

エコキュート

エコジョーズ

エネファーム

太陽熱利用設備(自然循環型)

太陽熱利用設備(強制循環型)

松本市では、２０５０年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロ、
すなわち「２０５０ゼロカーボンシティ」の実現を目指してい
ます。
住宅においては、各家庭で使用されるエネルギーの収支が実

質ゼロ、すなわち「住まいのゼロカーボン」の実現を目指し、
家庭部門における二酸化炭素排出量の削減を推進しています。
補助金を活用し、地球と家計にやさしい、エコな暮らしを手

に入れましょう。

１ 補助対象の設備・補助金額

令和７年度版

「暖かい部屋では活
動量も上がり、フレ
イル予防になるよ」



４ 申請受付期間

２０２５年４月から受付開始 ※予算の都合により打ち切る場合があります。

■問合せ・申請先
松本市役所 住宅課（市役所東庁舎別棟２階）
〒３９０－８６２０ 松本市丸の内３－７

電 話：（０２６３）３４ー３２４６
ＦＡＸ：（０２６３）３４－３２０７

３ 申請から補助金交付までの流れ

※１：必要に応じて、設置を検討されている機器が補助要件を満たすか、契約（発注）前にご確認ください。
※２：工事前の写真を忘れずに撮っておいてください。
※３：補助対象工事の工事完了日（新築の場合、検査済証の交付日）から起算して１８０日を過ぎると申請は受

付できません。
※４：交付決定書と補助金請求書が郵送で届きます。
※５：年度内、１軒の住宅につき１回のみ申請できます。

５ 申請方法

申請書及び添付書類をご用意の上、工事完了日（新築の場合、検査済証の交付日）から起算して１８０日以内
に住宅課窓口までお持ちください。
必要な書類等の内容、様式のダウンロード、その他詳しくは松本市ホームページ内『令和７年度「松本市住ま

いのゼロカーボン推進補助金」の申請を受付しています』をご確認ください。

令和７年度版

補助制度の詳細はホームページをご確認ください。

２ 補助対象者

・申請者みずからが居住するための市内の住宅に対象設備を設置した方（法人を除く。）
・市内に本店、支店、営業所がある事業者に設置工事を依頼した方
・市税を滞納していない方 など

松本「０円ソーラー」

松本市では、初期費用０円で太陽光発電設備を設置できる仕組みを「０円ソーラー」と呼び、事業者の優良
なプランを市が登録し、紹介することで、太陽光発電設備の住宅屋根への設置を後押ししています。
プランには、「リース」と「ＰＰＡ」があり、登録プランを活用して設置した方への補助金があります。
「リース」の補助メニューは表面のメニュー表★印をご確認ください。
「ＰＰＡ」の補助メニューは下表をご確認ください。事業者向けの補助ですが、プランによってはＰＰＡ事

業者から居住者の方へ補助金相当額が還元される場合があります。

対象設備 補助金額

太陽光発電設備
新築の場合、1申請あたり45,000円
既築の場合、1申請あたり50,000円

蓄電設備 新築、既築とも、1申請あたり50,000円

※プラン のお問い合わせ及び登録は
「環境・地域エネルギー課 東庁舎4階 0263-34-3268」まで

松本市住まいのゼロカーボン推進補助金の概要
つくる、ためる、かしこくつかう


